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 平 成 29年 第 ３ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、 議

案 第 50号 か ら 議 案 第 61号 ま で 並 び に 諮 問 第 ２ 号 及 び 諮 問

第 ３ 号 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 ま ず 、 議 案 第 50号 「 平 成 29年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 ４ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 地 方 財 政 法 第 ７ 条 第 １ 項 に よ る 決 算 剰

余 金 の 積 立 て 及 び 職 員 給 与 費 な ど に つ い て 所 要 の 措 置 を

講 じ た も の で あ り ま す 。  

 

 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た し ま す 。  

 

 総 務 費 に つ き ま し て は 、 前 年 度 決 算 剰 余 金 の 積 立 て に

要 す る 経 費 を 新 た に 措 置 し た ほ か 、 危 険 廃 屋 解 体 撤 去 に

要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 民 生 費 に つ き ま し て は 、 第 ５ 期 障 が い 福 祉 計 画 及 び 第

１ 期 障 が い 児 福 祉 計 画 の 策 定 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た

に 措 置 し た ほ か 、 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 及 び

放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 基 準 単 価 の 改 正 に 伴 う 経 費 に つ い て

追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 衛 生 費 に つ き ま し て は 、 医 師 会 立 准 看 護 学 校 の 校 舎 外

壁 改 修 工 事 の 補 助 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し た

ほ か 、 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 に 減 額 の 措

置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て は 、 林 道 整 備 に 伴 う 補 償 に

要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し た ほ か 、 農 地 管 理 事 業

に 要 す る 経 費 に 追 加 の 措 置 を 講 じ 、 農 業 集 落 排 水 事 業 特

別 会 計 へ の 繰 出 金 に 減 額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  
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 商 工 費 に つ き ま し て は 、 木 造 住 宅 整 備 促 進 事 業 に 要 す

る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 土 木 費 に つ き ま し て は 、 路 線 整 備 に 要 す る 経 費 に つ い

て 減 額 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 河 川 の 維 持 管 理 に 要 す る 経

費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 消 防 費 に つ き ま し て は 、 消 火 栓 移 設 に 要 す る 経 費 に つ

い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 教 育 費 に つ き ま し て は 、 小 ・ 中 学 校 の 特 別 教 室 に 扇 風

機 を 設 置 す る 工 事 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て

お り ま す 。  

 

 以 上 、 歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、 こ れ ら の 財

源 に つ き ま し て は 、 地 方 特 例 交 付 金 、 地 方 交 付 税 、 国 庫

支 出 金 、 県 支 出 金 、 財 産 収 入 、 寄 附 金 、 繰 越 金 、 諸 収 入

及 び 市 債 を も っ て 充 当 し 、 繰 入 金 に つ い て は 減 額 の 措 置

を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

8,8 5 6万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 179億 8, 2 6 8万 ３ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か 、 地 方 債 で は 、 辺 地 対 策 事 業 ほ か ２ 件 に つ い

て 限 度 額 の 変 更 の 措 置 を 講 じ 、 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 に つ

い て 廃 止 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 51号 「 平 成 29年 度 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  
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 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ 、 繰 入 金 に 減 額 の 措 置

を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

666万 ４ 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ 48億 8, 3 3 8万 ３ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 52号 「 平 成 29年 度 伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特

別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 地 方

財 政 法 第 ７ 条 第 １ 項 に よ る 決 算 剰 余 金 の 積 立 て 及 び 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 認 知 症 地 域 支

援 推 進 員 の 設 置 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し 、 国

及 び 県 へ の 精 算 返 納 金 に 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1億

1,9 5 1万 ３ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 32億 7,9 9 1万 ３ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 53号 「 平 成 29年 度 伊 佐 市 後 期 高 齢 者 医 療

特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ 、 広 域 連 合 納 付 金 に 追

加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 36

万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ
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ぞ れ ４ 億 3,5 1 7万 ６ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 54号 「 平 成 29年 度 伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 機 能 強 化 に 要

す る 経 費 に つ い て 減 額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

2,4 9 9万 １ 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 1億 9,2 7 8万 ３ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か 、 地 方 債 で は 、 下 水 道 事 業 に つ い て 限 度 額 の

変 更 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 55号 「 平 成 29年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 補

正 予 算 （ 第 １ 号 ） 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 「 収 益 的 収 入 及 び 支 出 」 の 支 出 に お い

て 、 所 要 の 措 置 を 講 じ 、 収 益 的 支 出 の 総 額 を ３ 億 7,9 9 2万

２ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 「 資 本 的 収 入 及 び 支 出 」 の 収 入 に お い て 工 事 負

担 金 に 追 加 の 措 置 を 講 じ 、 資 本 的 収 入 の 総 額 を 7,7 2 8万 円

と し 、 支 出 に お い て 建 設 改 良 費 に 追 加 の 措 置 を 講 じ 、 資

本 的 支 出 の 総 額 を 2億 5,7 5 0万 ３ 千 円 と す る も の で あ り ま

す 。  

 

 な お 、 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額

１ 億 8,0 2 2万 ３ 千 円 は 、 減 債 積 立 金 と 過 年 度 分 損 益 勘 定 留
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保 資 金 及 び 当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 で 補 填 す る

も の で あ り ま す 。  

 

 そ の ほ か 「 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば 流 用 す る こ と が で

き な い 経 費 」 に つ い て も 変 更 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 56号 「 伊 佐 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、 児 童 福 祉 法 の 一 部 改 正 に よ り 、

里 親 に 関 す る 定 義 規 定 が 再 編 さ れ た こ と 及 び 人 事 院 規 則

の 一 部 改 正 に よ り 、 育 児 休 業 の 取 得 及 び 延 長 並 び に 育 児

短 時 間 勤 務 の 取 得 を 認 め る 特 別 な 事 情 に 新 た な 事 情 が 加

わ っ た こ と に 伴 う 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 57号 「 伊 佐 市 過 疎 地 域 産 業 開 発 促 進 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 の

一 部 改 正 に 伴 い 、 固 定 資 産 税 の 課 税 免 除 又 は 奨 励 金 の 交

付 を 行 う こ と が で き る 対 象 業 種 に つ い て 、 情 報 通 信 技 術

利 用 事 業 を 除 外 し 、 新 た に 農 林 水 産 物 等 販 売 業 を 追 加 す

る た め 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 58号 「 伊 佐 市 企 業 立 地 の 促 進 等 に よ る 地

域 に お け る 産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 に 関 す る 法 律 第 10

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 準 則 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、 「 企 業 立 地 の 促 進 等 に よ る 地 域

に お け る 産 業 集 積 の 形 成 及 び 活 性 化 に 関 す る 法 律 」 の 題

名 が 「 地 域 経 済 牽 引 事 業 の 促 進 に よ る 地 域 の 成 長 発 展 の

基 盤 強 化 に 関 す る 法 律 」 に 改 正 さ れ た こ と 等 に 伴 う 所 要
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の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 59号 「 伊 佐 市 包 括 的 支 援 事 業 の 実 施 に 関

す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に

つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、 介 護 保 険 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正

に よ り 、 主 任 介 護 支 援 専 門 員 の 定 義 規 定 が 改 正 さ れ た こ

と に 伴 う 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 60号 「 財 産 の 取 得 」 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、 初 年 度 登 録 か ら 22年 を 経 過 し た

第 ２ 分 団 の 消 防 ポ ン プ 自 動 車 の 更 新 に 係 る 仮 契 約 を 、 鹿

児 島 森 田 ポ ン プ 株 式 会 社 と ７ 月 25日 に 締 結 し ま し た の で 、

地 方 自 治 法 第 96条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 伊 佐 市 議 会 の 議 決 に

付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ３

条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 61号 「 平 成 28年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 未

処 分 利 益 剰 余 金 の 処 分 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、 平 成 28年 度 の 未 処 分 利 益 剰 余 金

１ 億 874万 4, 9 2 2円 の う ち 、 5,5 0 0万 円 を 減 債 積 立 金 に 積 み

立 て 、 5,0 0 0万 円 を 自 己 資 本 金 に 組 み 入 れ 、 残 余 を 繰 り 越

す こ と に つ い て 、 地 方 公 営 企 業 法 第 32条 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 諮 問 第 ２ 号 及 び 諮 問 第 ３ 号 「 人 権 擁 護 委 員 候

補 者 の 推 薦 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 現 在 、 人 権 擁 護 委 員 で あ り ま

す 一 ノ 宮
い ち の み や

有 爲 子
う い こ

氏 と 新 屋 敷
し ん や し き

紀 念
の り と し

氏 が 本 年 1 2月 3 1日 を も
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っ て 任 期 満 了 と な る こ と か ら 、 一 ノ 宮 氏 に つ い て は 引

き 続 き 候 補 者 と し て 推 薦 す る た め 、 ま た 、 内 山
う ち や ま

和 行
か ず ゆ き

氏

に つ い て は 新 た な 候 補 者 と し て 推 薦 す る た め 、 人 権 擁

護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 意 見 を 求

め る も の で あ り ま す 。  

 

 一 ノ 宮 氏 は 、 平 成 2 7年 か ら 人 権 擁 護 委 員 を 務 め て お

ら れ ま す 。 ま た 、 内 山 氏 は 、 昭 和 4 9年 に 大 口 市 職 員 と

し て 奉 職 以 来 約 3 5年 間 行 政 に 携 わ ら れ 、 そ の 間 、 教 育

委 員 会 生 涯 学 習 課 長 、 社 会 教 育 推 進 課 長 、 社 会 教 育 課

長 等 を 歴 任 さ れ て お り ま す 。 両 氏 と も に 人 格 、 識 見 に

優 れ 、 人 権 擁 護 に つ い て 理 解 の 深 い 方 々 で す の で 、 こ

こ に 推 薦 す る も の で あ り ま す 。  

 

 以 上 、 議 案 1 2件 、 諮 問 ２ 件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り

ま す 。 よ ろ し く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 降  壇  


